






（1） 賦課期日、納付期限

（2） 賦課金納付方法
①　秋田おばこ農業協同組合の各支店、秋田ふるさと農業協同組合の金沢支店及び秋田県田沢疏水土

　　地改良区事務所において、窓口徴収する。

②　秋田銀行大曲駅前支店及びゆうちょ銀行の口座番号を案内して、振込による徴収を行う。

③　秋田おばこ農業協同組合、秋田ふるさと農業協同組合、秋田銀行及びゆうちょ銀行の指定口座か

　　ら口座振替及び自動払込による徴収を行う。













R3年度以降

既設利用

凡 例

H30年度まで

R1年度

R2年度






